
労働者派遣法第 30条の 4第 1項の規定に基づく労使協定

かなうみ株式会社 (以下「甲」という。)と かなうみ株式会社労働者代表 (以下「乙」と
いう。)は、労働者派遣法第 30条の4第 1項の規定に関し、次のとおり協定する。

(対象となる派遣労働者の範囲)

第 1条 本協定は、派遣先で別表 1に掲げる業務に従事する従業員 (以下「対象従業員」
という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリ
ア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、
本協定の適用を除外しないものとする。

(賃金の構成)

第 2条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通
勤手当、家族手当、住宅手当とする。

(賃金の決定方法 )

第 3条 対象従業員の基本給、賞与及び手当 (第 2条に掲げる賃金のうち、基本給、賞与、
本条 (三)(四 )の手当を除く。以下同じ。)の比較対象となる「同種の業務に従事
する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表
1の通 りとする。

(― )比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、次のとおりとする。
イ 「一般事務 口秘書・受付の職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一
般の労働者の職種は、令和 6年 8月 27日職発 0827第 1号「令和 7年度の「労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30条の 4第 1
項第 2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等
について」 (以下「通達」という。)別添 2に定める「034-般事務 口秘書・受付の職
業」とする。

口 「訪間介護の職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の
職種は、通達別添 2に定める「051訪間介護の職業」とする。
ハ  「接客・給仕の職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者
の職種は、通達別添 2に定める「056接客・給仕の職業」とする。
二 「その他のサービスの職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の
労働者の職種は、通達別添 2に定める「058その他のサービスの職業」とする。
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ホ  「生産設備オペレーター (金属製品)」 における比較対象となる同種の業務に従事
する一般の労働者の職種は、通達別添2に定める「067生産設備オペレーター (金属
製品)」 とする。

へ  「製品製造 口加工処理工 (金属製品)」 における比較対象となる同種の業務に従事
する一般の労働者の職種は、通達別添2に定める「071製品製造 口加工処理工 (金属
製品)」 とする。

卜 「製品製造・加工処理工 (食料品等)」 における比較対象となる同種の業務に従事
する一般の労働者の職種は、通達別添2に定める「072製品製造・加工処理工 (食料
品等)」 とする。

チ 「製品製造・加工処理ェ (金属製品・食料品等を除く)」 における比較対象となる
同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、通達別添 2に定める「073製品製造・
加工処理工 (金属製品 口食料品等を除く)」 とする。

り 「製品検査工 (金属製品)」 における比較対象となる同種の業務に従事する一般の
労働者の職種は、通達別添2に定める「076製品検査工 (金属製品)」 とする。
ヌ 「製品検査工 (金属製品口食料品等を除く)」 における比較対象となる同種の業務
に従事する一般の労働者の職種は、通達別添 2に定める「078製品検査工 (金属製品・
食料品等を除く)」 とする。

ル イ～ヌについては、業務の実態から複数の業務に従事する可能性があることから
中分類を使用するものとする。

(二 )地域調整については、別表 1の地域内の派遣先で派遣就業を行うことから、通達別
添3に定める該当する地域の都道府県別地域指数を使うものとする。

(三 )時間外労働手当、深夜 口休日労働手当については、基本給、賞与及び手当とは分離
し、第 5条の通りとする。

(四 )通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し実費支給とし、第 6条のと
おりとする。

(五 )退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の
額」については、通達の第 3の 4に定める合算により比較する方法とし、その額を
別表 1の地域調整後の額に 5%を乗じた額 (1円未満の端数切り上げ)とする

第4条 対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表 2
のとおりとする。

(― )別表 1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であ
ること

(二)別表 2の各等級の職務と別表 1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な
賃金の額との対応関係は次のとおりとすること

Aラ ンク :10年
Bラ ンク : 3年
Cラ ンク : 0年

９
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(三)賞与については、別表 2の通り半年に 1回支払うものとし、算定期間および支給時
期については、次の通りとする。

ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期
し、又は支給しないことがある。

また、勤続 6カ月以上で勤務状況が良好な従業員、および支給日に在籍中の従業員
に対して支給する。

算定対象期間 支給日

毎年 1月 1日から6月 30日 まで 翌年 1月 末日

毎年 7月 1日 から12月 31日 まで 翌年 7月 末日

2 甲は、第8条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であった
としても、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、基本給を増額
することとする。

また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に
応じた派遣就業の機会を提示するものとする。

第 5条 対象従業員の時間外労働手当、深夜 口休日労働手当は、就業規則に準じて法律の
定めに従つて支給する。

第 6条 対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。尚、対象
従業員の自宅から派遣先まで片道 1キ ロ未満の場合、支給しないこととする。本書
に記載していない内容は、就業規則記載どおりに運用する。

第 7条 家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
① 18歳未満の子
1人につき  月額  3,000 円
福利厚生住宅手当は、入社時に相談のうえ、金額を決定し、労働者に対し支給す
る。

(賃金の決定に当たっての評価)

第 8条 基本給の決定は、原則として毎年 1月 に行う勤務評価の結果に基づき4月度給与
より反映させるものとする。派遣先における勤務が 1年に満たない場合は、1年経
過後に評価を行うこともある。また、勤務評価は別添様式 1を用いた方法にて行う
こととする。
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<昇給等> 勤務評価の結果、能力の向上が認められた場合は、能力の向上に応じ
て上の等級の下限額まで基本給を増額する。ただし、会社の業績の著しい低下その
他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
<昇格> 勤務評価の結果に基づき、別表3に定める要件を満たした派遣社員につ
いて、昇格させることがある。

2 賞与の決定は、毎年1回行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価すること
とし、その方法は別添様式1を用いた方法を準用し、その評価結果に基づき別表2の備
考の通り、賞与額を決定する。

(賃金以外の待遇 )

第 9条 教育訓練 (次条に定めるものを除く。)、 福利厚生その他の賃金以外の待遇につい
ては正社員と同一とし、就業規則第 5章、 9章及び 10章の規定を準用する。

(教育訓練 )

第 10条 労働者派遣法第 30条の 2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づ
き別途定める「教育訓練実施計画」に従つて、着実に実施する。

(その他 )

第 11条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(有効期間 )

第 12条 本協定の有効期間は、2025年 4月 1日 から 2026年 3月 31日 までの 1年間とす
る。

2 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定
対象派遣労働者の賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保に
ついて誠実に協議するものとする。

(別表 1、 月1表 2記載の賃金額の訂正 )
第 13条  別表 1、 別表 2に記載の賃金額の一部を訂正する。なお、訂正後の賃金額は、
現行の労使協定の締結日より適用する。

(別表 1、 別表 2記載の賃金額の訂正)
第 14条  別表 1、 別表 2に記載の賃金額の一部を訂正する。また長野県を追加する。訂
正内容については現行の労使協定の締結日より適用する。
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代表取締役

労働者代表
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【別表 1】  同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1

一般事務・秘書 受
付の職業

置達に定める職業安定業務
統言十 1,382

2 地域調整

富山

退職金 (5%)上 乗せ

東京

退職金 (5%)上 乗せ

岐阜

退職金 (5%)上乗せ 2,062

長野 1,90〔

退職金 (5%)上乗せ

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 訪間介護の職業
通達に定める職業安定業務
統計 1,262 2,263

2 地域調整

富 山 1

退職金 (5%) 上乗せ 595

東京 1892 2,125 2,551
退職金 (5%) 上乗せ 2,232

岐阜 2.27

退職金 (5%)上 乗せ 1.6941 177Z

長野 1,52 1,6331 1,83[

退職金 (5%)上 乗せ

基準値及び基準値に能力 ,経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年
1 接客・給仕の職業

通達に定める職業安定業務
統計

2 地域調整

富 山 1,84C 2,209

退職金 (5%)上 乗せ 1,932 2.32C

東京

退職金 (5%)上 乗せ 872 2,700

岐阜 1006 2.29〔

退職金 (5%)上 乗せ

長野 2,22(

退職金 (50/0)上 乗せ

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年
1
その他のサー ビスの

職業

通達に定める職業安定業務
統計

2 地域調整

富 山 2.045

退職金 (5%)上 乗せ

東京

退職金 (5%) 上乗せ 2,084

岐阜 577

退職金 (5%)上 乗せ

長 野

退職金 (5%)上 乗せ

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年
1

生産設備オペレー

ター (金属製品 )

通達に定める職業安定業務
統言十 2,04(

2 地域調整

富 山

退職金 (5%)上 乗せ

東京

退職金 (50/0)上 乗せ 2,422

岐阜 2,059

退職金 (5%)上 乗せ

長野 289 659

退職金 (5%)上 乗せ 354



【別表 1】  同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1
製品製造・加工処理
工 (金属製品)

通達に定める職業安定業務
統計

2 地域調整

富山  1  968
退職金 (5%)上乗せ

東京 2,34

退職金 (5%)上 乗せ

岐阜  1  1006 2,09[

退職金 (5%)上乗せ 1,22 2.20C

長野  1  973
退職金 (5%)上乗せ

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1

製品製造・加工処理
工 (食料品等 )

こ達に定める職業安定業務
統計 1,279

地域調整

富山  1  968 1.323

退職金 (5%)上 乗せ 425

東京

退職金 (5%)上 乗せ

岐阜  1 1006
退職金 (5%)上 乗せ

長野  1  973
退職金 (5%)上 乗せ

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1

製品製造・加工処理
工 (金属製品・食料
品等を除 く)

通達に定める職業安定業務
統計

2 地域調整

富山  1  968
退職金 (50/0)上 乗せ

東京 1127

退職金 (50/c)上 乗せ 2,335

岐阜 284

退職金 (5%)上 乗せ 546

長野  1  973
退職金 (5%)上 乗せ

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 年 2年 3年 5年 10年 20年
1
製品検査工 (金属製
■)

通達に定める職業安定業務
統計

2 地域調整

富山  1  968
退職金 (5%)上 乗せ

東京  1 1127
退職金 (5%)上 乗せ

岐阜  1  1006 2.009

退職金 (5%)上 乗せ

長野  1  973
退職金 (5%)上 乗せ 2 042

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1

製品検査工 (金属製
品・食料品等を除
く)

三達に定める職業安定業務
流計 1.089 1,448

地域調整

富山  1  968
退職金 (5%)上 乗せ

東京  1  1127 1.8341 2,20`
退職金 (5%)上 乗せ 2,31〔

岐阜  1  1006
退職金 (5%)上 乗せ 1

長野  1  973
退職金 (5%)上 乗せ

1



一般事務・秘書・受付の職業

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
懺業の基本的知識を備え、職場の課
題を発見し、改善提案を行うことが
できる。

Cラ ンク
蔵務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従つて、正確に作業ができる。

【別表 2】 -1 富山

地域指数    968富山
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金 5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

141

訪間介護の職業

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の分野別基本知識を備え、職場
の課題を発見 し、改善提案を行うこ
とができる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。 1.07C

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 r■l金 5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

接客・給仕の職業
職務の内容

最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1 932

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

その他のサー ビスの職業

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。 1275

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金596上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

0年

生産設備オペ レーター (金属製品 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,44[

Bラ ンク
業の基礎知識を備え、職場の課題を
踏見 し、改善提案を行うことができ
る。

Cラ ンク
蔵務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

製品製造・加工処理工 (金属製品 )

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク

IP継             職
業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見 し、改善提案を行うことができ
る。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル )従 って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年



製品製造・加工処理工 (食料品等 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

上融

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.397 1.671

Bラ ンク
業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見し、改善提案を行うことができ
る。

1,188 1,42(

Cラ ンク
懺務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従つて、正確に作業ができる。 1062 1.27[

【別表 2】 -1 富山

(備考 )

1 賞与については、勤務評価の結果により支給するものとし、半年に 1回 支払う金額を時給換算 したものを掲載する。
勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率を乗 じた額とする。

(評価結果)S:30% A:25% B:20% c:lo% D:0%
まだ評価を実施 していない対象従業員については、 D評価 とする。

る。 
種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額 と比較するに当たって 1よ 、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額により比較するものとす

4 手当額には、家族手当が含まれ、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給 された額の平均舗により算出するものとする。
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対応する-12の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金596上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

167( 10年

1.42(

1,122

製品製造・加工処理工 (金属製品
食料品等を除 く)

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,39( 1.672

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見し、改善提案を行うことがで
きる。

118[ 142`

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。 1,062 1.27〔

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

1 67 10年

3年

1111 0年

製品検査工 (金属製品 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

1,41( 1.692

Bラ ンク
懺業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行 うことがで
きる。

1.20( 1.44C

Cラ ンク
職務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
ル )従 つて、正確に作業ができる。 1.06乏 1,27(

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の
能力 経験

1692 10年

143C 3年

1.133 04

製品検査工 (金属製品・食料品等を
除 く)

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

上級
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.39C 1,66(

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見し、改善提案を行うことがで
きる。

1.181 1.41[

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。 1.068 1.282

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する―般の
労働者の
能力 経験

1.667 10年

1,11( 04



【別表2】 -2 東京

地域指数    ‖27

一般事務 秘書・受付の職業

(職種名)

職務の内容 最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
享Fl的知識を備え、職場の責任者と
´て部下をマネジメントし、業務を
日滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の基本的矢0識を備え、職場の課
題を発見し、改善提案を行うことが
できる。

Cラ ンク
職務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金 5%上 乗せ額)応する一般詢い

対

3年

0年

訪問介護の職業

(職種名)

lla務の内容
最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

2,23`

Bラ ンク
蔵業の分野別基本知識を備え、職場
の課題を発見 し、改善提案を行うこ
とができる。

Cラ ンク
鷺務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
し)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な資金の額
(退職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の

労■l者の
能力 経験

10年

3年

0年

接客・給仕の職業

〈職種名 )

職務の内容 最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専Fl的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

2,25(

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク
職務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額)

対応する一般¢
労働者の
能力 経験

2,25(

0年

その他のサービスの職業

Q種 名 )
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専Pl的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
朧業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク
哉務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
し)従 つて、正確に作業ができる。 1,22(

対応する一般の労●l者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の
能力 経験

2,08` 10年

1,77 3年

0年

生産設備オペレーター (金属製品 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。 2,02C

Bラ ンク
業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見し、改善提案を行うことができ
る。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労 lll者の
平均的な資金の機
(退職金 5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

3年

0年

製品製造・加工処理工 (金属製品 )

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

2,05(

Bラ ンク
業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見し、改善提案を行うことができ
る。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。 1,22(

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労■l者の

能力 経験

2054 10年

3年

0年



製品製造・加工処理工 (食 料品等 )

(職種名)
職務の内容 最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

162( 1,95,

Bラ ンク

甲薇            暇
業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見し、改善提案を行うことができ
る。

1382 165C

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。 1,22( 1.47:

【別表2】 -2 東京

(備考 )

1 賞与については、勤務評価の結果により支給するものとし、半年に 1回支払う金額を時給換算したものを掲載する。
勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率を乗じた額とする。

(評価 結 果 )S i300/O A:25% B:200/O c:lo% D:0%

まだ評価 を実施 していない対象従業員については、 D評価 とする。

る。 
種の業務に従事す る一般の労働者の平均的な賃金の額 と比較するに当たっては、賞与額は標準的な評価である B評 価の場合の額により比較するものとす

4 手当額には、家族手当が含まれ、直近の事業年度において協定対象派遣労 lfll者 に支給 された額の平均額により算出するものとす る。
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額)

対応する一般¢
労Il者の

能力 経験

104

165(

1.301 0年

製品製造 加工処理工 (金属製品
食料品等を除 く)

(職種名)

職務の内容 最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

1621 1,94(

Bラ ンク T羹貫iF製響鷹霙る特彎[2兼雫
きる。

137( 1,65:

Cラ ンク
哉務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
し)従 つて、正確に作業ができる。 1.22( 1471

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

194t 10年

1.654 3年

1.30`

製品検査工 (金属製品 )

(職種名)
職務の内容 最低

基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

1,642

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見し、改善提案を行うことがで
きる。

1,39( 1 67(

Cラ ンク
蔵務手引書 (マ ニュアル、職場ルー

'レ

)従 つて、正確に作業ができる。 1,22( 147`

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
〈退職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

197( 10年

167: 3年

1.31C 0年

製品検査工 (金 属製品・食料品等 を
除 く)

(職種名)

職務の内容 最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専Fl的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

160C 1.92(

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見し、改善提案を行うことがで
きる。

1,365

Cラ ンク
蔵務手引書 (マ ニュアル、職場ルー

'レ

)従 つて、正確に作業ができる. 1,226 147:

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

192( 10年

163: 3年

1,29( 0年



【別表 2】 -3 岐阜

地域指数

一般事務・秘書・受付の職業

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

上 秋

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
r31業 の基本的知識を備え、職場の課
題を発見 し、改善提案を行うことが
できる。

Cラ ンク
職務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。

＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓
　
　
　
＞
〓
　
　
　
＞
〓

＞
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金 5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力・経験

10年

3年

0年

訪間介護の職業
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

1 66C

Bラ ンク
懺業の分野別基本知識を備え、職場
つ課題を発見 し、改善提案を行 うこ
とができる。

Cラ ンク
職務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。 1,112

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

接客・給仕の職業

(Fll種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行 うことがで
きる。

Cラ ンク
朧務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額)

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

その他のサービスの職業

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専Pl的 知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク
蔵務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。 1,27〔

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する-11の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

生産設備オペ レーター (金属製品 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク

P稼                  職
業の基礎知識を備え、職場の課題を
鼈見 し、改善提案を行うことができ
る。

1.532

Cラ ンク
懺務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。

対応する―般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金 5%上 乗せ額 )

対応する一般の

労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

製品製造・加工処理工 (金属製品 )

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク 専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を

Bラ ンク
甲薇               職
業の基礎知識 を備 え、職 場の課 題 を
発見 し、改善提案 を行 うことが で き

Cラ ンク 職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

1.55( 34

0年

＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓　
　
　
　
　
＞
〓



製品製造・加工処理工 (食料品等 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.451 1,74:

Bラ ンク

職

業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見 し、改善提案を行うことができ
る。

1,23[ 1.48:

Cラ ンク
織務手引書 (マニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。 1.065 127(

【別表 2】 -3 岐阜

(備考 )

1 賞与については、勤務評価の結果により支給するものとし、半年に 1回支払 う金額を時給換算 したものを掲載する。
勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率を乗 じた額とする。

(評価結果)S i300/O A:25% B120% c110% D:0%

まだ評価を実施 していない対象従業員については、 D評価とする。

る。 
種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たつては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額により比較するものとす

4 手当額には、家族手当が含まれ、高 i斤 の事業年度において協庁対象派 i音労働者に支給された額の平均額により算出するものとする。
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＞
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5,6上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の
能力・経験

10年

1,481 3年

1,16( 0年

製品製造・加工処理工 (金属製品・

食料品等を除 〈)

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,737

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行 うことがで
きる。

1,231 1,47(

Cラ ンク
職務手弓I書 (マ ニュアル、職場ルー
ル )従 つて、正確に作業ができる。 1.06[ 1.27(

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の

労働者の

能力 経験

1736 10年

1,477 3年

1.16( 0年

製品検査工 (金属製品 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,465 1,75〔

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見し、改善提案を行うことがで
きる。

1.24フ

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。 1 065 1.278

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

1,75( 10年

149(

1,178 04

製品検査工 (金属製品・食料品等を
除 く)

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.43〔 1,72(

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

1219 1.46〔

Cラ ンク
朧務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。 1,065 1.27(

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

146, 3年

1151 0年



【別表 2】 -4長 野

地域指数

一般事務・秘書 ,受付の職業

(職種名)
職務の内容 最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の基本的知識を備え、職場の課
題を発見 し、改善提案を行 うことが
できる。

Cラ ンク
織務手引書 (マニュアル、職場ルー

'レ

)従 って、正確に作業ができる。
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金 5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

訪問介護の職業

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の分野別基本知識を備え、rBl場
の課題を発見 し、改善提案を行うこ
とができる。

1.63(

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する-12C
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

接客・給仕の職業

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
戦業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金50/.上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

その他のサー ビスの職業

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,50C

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。

対応する-12の 労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

0年

生産設備オペレーター (金属製品 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク

P薇                職
業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見 し、改善提案を行うことができ
る。

Cラ ンク
朧務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労■l者の
平均的な賃金の額
(退職金 50/6上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

製品製造 加工処理工 (金属製品 )

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク 専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を

Bラ ンク
P tt                  lil
業の基礎知識を備え、職場の課題を
錯見 し、改善提案を行うことができ

Cラ ンク 職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退 職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年



製品製造・加工処理工 (食料品等 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

1,40〔 1,686

Bラ ンク

甲級             職
業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見 し、改善提案を行 うことができ
る。

1,19〔 1.43`

Cラ ンク
職務手弓書 (マニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。 1,061 127`

【別表 2】 -4長 野

(備考 )

1 賞与については、勤務評価の結果により支給するものとし、半年に 1回 支払う金額を時給換算 したものを掲載する。
勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率を乗 じた額とする。

(評価結果)S:30% A:25% B:20% c l10% D100/O
まだ評価を実施 していない対象従業員については、 D評価 とする。

る。 
種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額により比較するものとす

4 手当額には、家族手当が含まれ、直近の事業年度において協オ対象派遣労働者に支総された額の平均額により算出するものとする。
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する-12の
労働者の
能力 経験

1.68〔 10年

1.43( 3年

1,12( 0年

製品製造・加工処理工 (金属製品・

食料品等 を除 く)

(職種名 )

職務の内容
最低
基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,40( 1,68C

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

1.19( 1,42(

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。 1.061

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額)

の

［̈い
対

1.67C 10今

1 428 3年

1.12〔 0年

製品検査工 (金属製品 )

(職種名)
職務の内容

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.418 1,70,

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行 うことがで
きる。

1,205 1.44(

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル )従 って、正確に作業ができる。 1061 1.274

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
(退職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

1,701 104

1.44( 3■

1.13( 0年

製品検査工 (金属製品・食料品等を
除 く)

(職種名)

職務の内容
最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,389 1661

Bラ ンク
蔵業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

1.18( 1.41(

Cラ ンク
哉務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従つて、正確に作業ができる。 1.061 1,274

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
〈退職金5%上 乗せ額 )

の一

詢

］

対

166( 10年

141( 3年

1113 0年



<別表 3>    勤務評価による昇格

*勤務評価の合計点 45～ 50 35～ 44 25～ 34 15～ 24 10-14

評語 S A B C D

昇格ポイント 150pt. 120pt. 100pt. 80pt. Opt.

等 級 係数 1.50 1,20 100 0.80 000
Aラ ンク ¬
Bラ ンク 別表 2の基本給額による

Cラ ンク

1、 対象従業員の等級 (ラ ンク)は、前職での経験等を考慮 して本人と面接の上これを決める。
2、 新卒者については、 Cラ ンクに該当するものとみなす。

3、 勤務評価表 (別添様式1)の合計点 *に より、その年の評語を確定し能力の向上を計る。
4、 等級の昇格条件は、以下の通 りとする。
。Cラ ンク→ Bラ ンク

昇格ポイントの累計が、450ポ イント以上
。Bラ ンク→ Aラ ンク

昇格ポイントの累計が、900ポ ィント以上

」



別添様式 1

実施日       (   年  月  日)

勤務評価表

項 目 内容 評価 (点数 )

勤務状況
始業時間、就業時間をきちんと守っているか。

無断での欠席や遅亥」、私用外出はないか。
5 4 3 2 1

規律性
会社や上司からの指示・命令に正しく従つて仕事をしているか。

服務規律 (職場のルール)をきちんと守っているか。
一ｂ 4 つ

０ 2

協調性
他の社員とよく協力・協調して仕事を行っているか。
自分勝手なところはないか。

5 4 3 つ
４

積極 ll生
与えられた仕事に積極的に取り組んでいるか。

仕事に対する熱意や意欲があるか。
5 4 ５^ つ

乙

責任性
仕事についての責任感があるか。

指示された仕事をきちんと最後までやり終えているか。
5 4 3 2

報告の適切さ
「報告・連絡。相談」を適切に行っているか。

仕事の進み具合や結果をきちんと報告しているか。
5 4 3 2

仕事の迅速さ。正確さ
仕事を迅速に処理しているか。必要以上に時間がかかることはないか。
仕事を正確に処理しているか。仕事を安心して任せることができるか。

5 4 3 2

知識・技術の習得
業務に必要な知識。技能を習得しているか。

業務に関連する知言哉・技能の向上に努めているか。
5 4 2 1

安全衛生 仕事を行う上での安全 !1生に十分配慮しているか。 5 4 3 2 1

指導力 他の社員に適切な業務指導を行つているか。 5 4 3 2 1

総合評価 以上を総合的に評価した結果 合計       点 /50点

特記事項

<言平価基準>
5:標準をとても上回る
(非常に良い)

4:標準を上回る (良い)
3:標準 (普通)
2:標準を下回る
(努力する必要がある)

1:標準をかなり下回る
(非常に努力する必要がある)

評価者

役職名

氏名

派遣先事業所からの

コメント


